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介護保険について
　介護保険制度は市区町村が保険者となって運営します。40歳以上の人が被保険者として保険料を
負担し、介護や支援が必要と認定されたときには、費用の一部を支払ってサービスを利用します。

介護保険のしくみ 介護保険について 1

サービスの利用のしかた サービスを利用するために
ケアプランの作成
サービスの利用者負担
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利用できるサービス サービスについて
介護予防・日常生活支援総合事業
介護保険サービス以外の主な高齢者福祉サービス
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※掲載している内容については、今後見直される場合があります。
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令和6年度
介護保険制度のおもな改正ポイント
令和6年4月から
●令和6～8年度（第9期）の介護保険料が決まりました
　これまでと比べて多段階の設定となり、より所得に応じた介護保険料になりました。

●介護予防ケアプランの作成を居宅介護支援事業者にも依頼できるようになりました
　地域包括支援センターだけでなく、市区町村から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業
者にも介護予防ケアプランの作成を依頼できるようになりました。
※介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスや通所型サービスのみ利用の場合は、引き続き地域
包括支援センターに依頼します。

●介護報酬が改定されました（一部のサービスについては6月から）
　介護報酬の改定に伴い、サービスを利用するときに支払う利用者負担の金額も変わりました。た
だし、訪問リハビリテーション、訪問看護、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導について
は、6月からの改定になります。

●福祉用具貸与の対象用具の一部で、購入を選択できるようになりました
　貸与が長期間になる場合は、購入した方が金額を抑えられることがあります。購入する場合は、
特定福祉用具販売の扱いとなり、一年度（4月1日～翌年3月31日）で10万円を上限に購入費の一
部が保険給付されます。
　購入を選択できる対象の福祉用具は次の通りです。
◉固定用スロープ　◉歩行器（歩行車を除く）　◉単点杖（松葉杖を除く）と多点杖
　貸与または購入の選択については、福祉用具専門相談員やケアマネジャーが利用者に必要な情報
を提案・説明することを義務付けていますので、よく相談しましょう。

令和6年8月から
●施設サービス利用時の居住費等の基準となる金額が変わります
　光熱水費の高騰などにより、施設を利用した際の居住費（短期入所サービスは滞在費）の基準と
なる金額が変わります。

介護保険加入者（被保険者）

●保険料を納めます　●サービスを利用するため、要介護（支援）認定の申請をします
●サービスを利用し、利用料（利用者負担割合分）を支払います

　必要なサービスを総合的に利用できます。

40～64歳の医療保険加入者（第2号被保険者）
サービスを
利用できる人 （交通事故やけがなど、特定疾病以外が原因で介護や支援が必要になった場合

は、介護保険の対象にはなりません。）
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65歳以上の人（第1号被保険者）
サービスを
利用できる人 （どんな病気やけががもとで介護や支援が必要になったかは問われません。）

地域包括支援センター
　介護予防や地域の総合的な相談の拠点
として、設置されています。

●介護予防事業のマネジメント　●総合的な相談・支援
●虐待防止などの権利擁護事業　●ケアマネジャーへの支援
●基本チェックリストの実施

P5へ

加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病。特定疾病
しょう●がん

●関節リウマチ
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靱帯骨化症
●骨折を伴う骨粗鬆症

●初老期における認知症
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核
　変性症およびパーキンソン病
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症
●多系統萎縮症

●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症
　および糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節または股関節に
　著しい変形を伴う変形性関節症

医師が一般に認められている医学的
知見にもとづき回復の見込みがない
状態に至ったと判断したものに限る（ ）
きん い しゅくせい そくさくこう か しょう せきちゅうかんきょう さくしょう
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市区町村（保険者）
　介護保険制度は、みなさんが
住んでいる市区町村が運営して
います。

●制度を運営します　●要介護（支援）認定を行います
●保険証を交付します　●負担割合証を交付します
●サービスを確保・整備します

　利用者に合ったサービ
スを提供していきます。
　事業者の指定は6年ご
との更新制です。

●指定を受けた社会福祉法人、医療法
人、民間企業、非営利組織などがサー
ビスを提供します

サービス事業者

連携連携 ぎゃくたい

介護や日常生活の支援が必要と認定された人

特定疾病により介護や支援が必要と認定された人

松原市マスコットキャラクター“マッキー”
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